
   神戸市特定教育・保育施設、神戸市特定地域型保育事業及び神戸市特定乳

児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24年 法 律 第 6 5号 。 以 下

「法」という。）第 34条第２項、第46条第２項及び第 54条の３において準用す

る同法第46条第２項の規定等に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育

事 業 及 び 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る も の と す る 。

（特定教育・保育施設に係る利用定員に関する基準） 

第２条 特定教育・保育施設について法第34条第２項の規定に基づき条例で定め

る基準（同条第３項第１号に係るものに限る。）は、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

（平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。）第１条第１号に定め

る基準に定めるところによる。 

第３条 特定教育・保育施設について法第34条第２項の規定に基づき条例で定め

る基準（同条第３項第２号に係るものに限る。）は，基準府令第１条第２号に

定める基準に定めるところによる。 

（特定地域型保育事業に係る利用定員に関する基準） 

第４条 特定地域型保育事業について法第46条第２項の規定に基づき条例で定め

る基準（同条第３項第１号に係るものに限る。）は，基準府令第１条第３号に

定める基準に定めるところによる。 

 （法第46条第３項第２号の事項に関する基準） 

第５条 特定地域型保育事業について法第46条第２項の規定に基づき条例で定め

る基準（同条第３項第２号に係るものに限る。）は，基準府令第１条第４号に

定める基準に定めるところによる。 

（特定乳児等通園支援事業に係る利用定員に関する基準） 

第６条 特定乳児等通園支援事業について法第54条の３において準用する同法第

46条第２項の規定に基づき条例で定める基準（同条第３項第１号に係るものに

限る。）は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令

第 95号。以下「特定乳通基準府令」という。）第１条第１号に定める基準に定



めるところによる。 

（法54条の３において準用する同法第46条第３項第２号の事項に関する基準） 

第７条 特定乳児等通園支援事業について、法第54条の３において準用する同法

第46条第２項の規定に基づき条例で定める基準（同条第３項第２号に係るもの

に限る。）は、特定乳通基準府令第１条第２号に定める基準に定めるところに

よる。 

 （法第34条第３項各号、第46条第３項各号又は法54条の３において準用する同

法第46条第３項各号に掲げる事項以外の事項に関する基準） 

第８条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業について法第34条第２項又

は第46条第２項の規定に基づき条例で定める基準（法第34条第３項各号又は第

46条第３項各号に掲げる事項以外の事項に限る。）は、次条及び第10条に定め

るもののほか、基準府令第１条第５号に定めるところによる。 

２  特定乳児等通園支援事業について法第54条の３において準用する同法第46条

第２項の規定に基づき条例で定める基準（同条第３項各号に掲げる事項以外の

事項に限る。）は、次条及び第10条に定めるもののほか、特定乳通基準府令第

１条第３号に定めるところによる。 

 （特定教育・保育施設の長に関する基準） 

第９条 特定教育・保育施設の長は，暴力団員等（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者をいう。次条において同じ。）であってはならない。 

 （特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の確

認に係る基準） 

第 10条  特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通

園支援事業者は、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配するもので

あってはならない。 

   附  則 

（施行期日） 

１ この条例は，法の施行の日から施行する。 



  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （基準府令の附則等により特例が定められている場合の取扱い） 

２  次に掲げる規定（以下「附則特例規定」という。）において基準府令の規定

の特例が定められている場合においては，この条例の規定の適用により適用さ

れることとなる基準府令の規定について，附則特例規定を準用する。ただし，

この条例に別段の定めがある場合は，この限りでない。 

(1)  基準府令の附則の規定 

(2)  基準府令の一部を改正する内容を含む府令の附則の規定 


